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緊急消防援助隊の登録隊数（令和４年４月１日現在）

広域応援室

　緊急消防援助隊については、消防組織法第45条第４
項により、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき消
防庁長官が登録するものとするとされています。

　甚大な被害が想定される南海トラフ地震等への対応力
の強化、多発する大規模水害時における救助体制の強化、
国際的なイベントが控える中でのＮＢＣテロ災害への迅
速な対処等、今後取り組むべき課題が山積する中、緊急
消防援助隊の効果的な活動を確保するため、平成31年
３月に基本計画（計画期間：令和元年度から令和５年度）
※を改定し、令和５年度末までに概ね6,600隊を目標に
増隊することとしました。
　※�　消防組織法第45条第２項の規定により総務大臣
が策定する「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備
等に係る基本的な事項に関する計画」

　令和４年４月１日の緊急消防援助隊の登録隊数は基本
計画の目標隊数を超えて6,606隊となり、前年度より60
隊増加。第４期期首（平成31年４月１日）の登録隊数
（6,259隊）より347隊増加しました。
　　
　今回の登録では、消火、救助及び救急の主要３小隊や
後方支援小隊の増隊はもとより、全国２台目となる大型
水陸両用車及び搬送車を追加登録し、新規登録、登録抹
消の内訳は新規登録数が99隊、登録抹消が39隊と各都
道府県大隊の車両更新が行われるなど、近年多発化、激
甚化している風水害等に備えた緊急消防援助隊の充実・
強化を図っております。

　昨年度、緊急消防援助隊は静岡県熱海市土石流災害に
出動し、消防庁が無償使用配備しているドローンを活用
した上空からの情報収集を積極的に行うとともに、消防
庁の無償使用配備や各都道府県大隊で整備された重機・
資機材等を活用した人命救助及び捜索活動に大きな成果
を上げています。また、拠点機能形成車を活用した長期
に及ぶ災害対応に尽力するなど、その活動に対する期待
はますます高まっています。

　さらに、消防庁では、基本計画に基づく緊急消防援助
隊に登録された部隊の量的な充実とあわせて、質的な充
実強化にも努めています。
　具体的には、南海トラフ地震、大規模水害、ＮＢＣテ
ロ災害等に的確に対応するため、全国合同訓練やブロッ
ク合同訓練等の実践的な訓練を通じた、他の消防機関や
関係機関との連携の強化やドローン等による動画・静止
画の収集・活用など活動技術の向上、長期間の活動を見
据えた後方支援活動訓練の推進を行っています。
　各都道府県及び消防本部においては、基本計画に基づ
く緊急消防援助隊に登録された部隊の充実・強化に、今
後とも御理解と御協力をお願いします。



消防の動き '22 年 ６月号   - 14 -

緊急消防援助隊の登録隊数（令和４年４月１日現在）

広域応援室

774
1107

1562 1649

2372 2407 2423

150

277

385 423

504 547 550

158

610

935
1057

1424 1494 1518

55

205

551

761

895
876 881

117

21

42
42 42

221

282

272

336
368 370

283

335

376

474
534 542

66

70

75

75
77 77

19

19

18

21 20
20

103

108

112

149
158 158

12 12
12

56
56 56

13

28

38

42

60 56
5649 50

54 54
54

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300
6600

H7.9 H16.4 H21.4 H26.4 H31.4 R3.4 R4.4

登
録
隊
数

航空後方支援隊

（平成31年4月創設）
航空指揮指揮隊

（平成31年4月創設）
NBC災害即応部隊指揮隊
（平成31年4月創設）
土砂風水害機動支援部隊指揮隊

（平成31年4月創設）
指揮支援隊

統合機動部隊指揮隊

（平成27年4月創設）
エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊

（平成27年4月創設）
都道府県大隊指揮隊

（平成16年4月創設）
水上小隊

（平成13年1月創設）
航空小隊

（平成13年1月創設）
特殊装備小隊

(平成16年4月創設）
特殊災害小隊

（平成13年1月創設）
通信支援小隊

（平成26年4月創設）
その他の小隊

後方支援小隊

救急小隊

救助小隊

消火小隊

（H7.9） (H16.4) (H21.4)   (H26.4)  (H31.4) （R3.4） (R4.4)

1,267隊 2,821隊 4,165隊 4,694隊 6,258隊 6,546隊 6,606隊
（重複を除く）

第４期計画
（R1-R5）目標

6600隊

第３期計画
（H26-30）
目標6000隊

第２期計画
（H21-25）
目標4500隊

第１期計画
（H16-20）
目標3000隊

1

緊急消防援助隊登録部隊の推移
図１　緊急消防援助隊登録部隊の推移（令和４年４月１日）

隊　　種　　別 H31.4.1
（第4期計画期首） R3.4.1 R4.4.1 増減数(R4-R3） 増減数(R4-H31） 第４期計画

目標隊数
指揮支援隊 60 56 56 0 △ 4 51 
航空指揮支援隊 0 54 55 1 55 57 
都道府県大隊指揮隊 149 158 158 0 9 158 
統合機動部隊指揮隊 56 56 56 0 0 56 
エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊 12 12 12 0 0 12 
ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊 0 54 54 0 54 54 
土砂・風水害機動支援部隊指揮隊 0 49 50 1 50 47 
消火小隊 2,372 2,407 2,423 16 51 2,503 
救助小隊 504 547 550 3 46 538 
救急小隊 1,424 1,494 1,518 24 94 1,486 
後方支援小隊 840 876 881 5 41 886 
通信支援小隊 42 42 42 0 0 52 
特殊災害小隊 357 368 370 2 13 357 
特殊装備小隊 474 534 542 8 68 506 
水上小隊 21 20 20 0 △ 1 21 
航空小隊 75 77 77 0 2 78 
航空後方支援小隊 35 58 61 3 26 57 

（合計） 6,421 6,862 6,925 63 504 6,919 
重複を除く合計 6,259 6,546 6,606 60 347 6,599 

表１　部隊等別登録状況

※１ 重複登録：登録要件を満たし、いずれの隊でも出動できる場合は、多様な消防活動に充当できるように、1台の車両を複数隊への登録を可能としたもの。現在319隊で重複登録。
　　（例：救助工作車を救助小隊と特殊災害小隊（毒劇物等対応小隊）に登録）
※２ 赤字部分は、第4期基本計画（平成31年4月1日施行）で新規創設した隊。
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表２　令和４年度緊急消防援助隊登録状況 令和4年4月1日現在
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北 海 道 3 2 7 1 1 3 1 159 28 93 37 1 11 22 1 2 1 3 22 3 2 403 387 
青 森 県 1 4 1 1 1 45 7 26 19 1 2 9 1 1 5 1 1 126 123 
岩 手 県 1 3 1 1 1 42 7 23 17 1 1 1 1 3 1 1 105 100 
宮 城 県 3 2 4 1 1 2 52 10 25 18 1 4 3 1 2 1 1 7 3 3 144 136 
秋 田 県 1 3 1 1 1 40 8 20 11 1 5 1 2 1 1 97 92 
山 形 県 1 3 1 1 2 29 7 18 15 1 1 2 1 1 83 78 
福 島 県 1 5 1 1 2 51 9 34 19 1 4 2 1 1 7 1 2 142 133 
茨 城 県 1 3 3 1 1 62 14 50 28 1 7 3 2 1 16 1 1 1 196 186 
栃 木 県 1 3 1 1 1 38 12 27 17 5 1 9 1 1 118 109 
群 馬 県 1 4 1 1 1 40 7 26 16 1 4 1 4 1 1 109 103 
埼 玉 県 3 1 6 1 1 1 108 26 60 43 11 3 19 3 1 287 279 
千 葉 県 2 1 3 1 1 1 1 106 24 66 49 1 15 8 1 1 1 21 2 2 1 308 291 
東 京 都 3 1 3 1 1 1 175 15 62 35 1 3 6 2 2 4 4 2 18 4 8 1 352 349 
神 奈 川 県 8 2 3 1 1 3 1 98 23 72 32 2 12 11 3 5 5 7 23 2 4 2 320 312 
新 潟 県 3 1 3 1 1 1 1 63 16 39 22 2 2 9 2 1 5 1 1 1 175 170 
富 山 県 1 3 1 1 1 30 7 20 12 1 2 1 1 2 7 1 1 92 87 
石 川 県 1 3 1 1 1 30 6 16 17 1 3 3 1 8 1 1 94 87 
福 井 県 1 3 1 1 1 29 6 13 12 1 2 3 1 2 1 1 78 73 
山 梨 県 1 3 1 1 1 21 6 15 15 1 2 1 3 1 1 73 68 
長 野 県 1 3 2 1 1 51 15 37 18 2 3 1 13 1 1 150 143 
岐 阜 県 1 4 3 1 1 58 14 38 16 1 2 1 6 2 1 149 141 
静 岡 県 5 3 2 1 1 2 1 58 18 41 25 4 5 2 2 4 1 17 3 3 198 192 
愛 知 県 3 2 3 1 1 1 1 112 25 74 41 1 13 5 3 2 2 1 27 1 3 3 325 312 
三 重 県 1 3 1 1 1 1 44 7 31 15 1 4 1 7 1 1 120 116 
滋 賀 県 1 3 1 1 1 25 6 16 12 1 3 1 4 1 1 1 78 71 
京 都 府 3 1 4 1 1 1 45 12 23 14 1 4 1 1 3 2 8 2 1 128 122 
大 阪 府 5 1 5 1 1 2 1 134 23 62 30 2 9 11 1 3 1 2 23 2 2 1 322 312 
兵 庫 県 2 1 4 1 1 1 1 98 20 70 35 2 10 5 3 2 16 1 3 1 277 268 
奈 良 県 1 3 2 1 1 28 8 19 13 2 2 1 5 1 2 89 82 
和 歌 山 県 1 3 1 1 1 30 9 18 12 1 6 2 1 2 1 1 90 80 
鳥 取 県 1 3 2 1 1 19 4 8 8 1 4 1 1 2 1 2 59 51 
島 根 県 1 2 1 1 1 24 6 22 8 1 1 4 1 1 74 69 
岡 山 県 2 2 3 1 1 1 1 45 13 28 12 1 4 5 1 10 2 2 134 130 
広 島 県 3 2 3 1 1 1 66 12 40 24 1 3 3 1 2 1 1 11 2 2 2 182 178 
山 口 県 1 3 1 1 1 35 8 24 17 5 2 2 5 1 1 107 101 
徳 島 県 1 3 1 1 1 20 10 18 6 1 2 3 1 1 4 1 2 76 71 
香 川 県 1 3 1 1 1 22 7 12 8 2 1 8 1 1 69 64 
愛 媛 県 1 3 1 1 1 30 11 22 13 1 2 3 2 1 5 1 1 1 100 95 
高 知 県 1 3 2 1 1 20 10 19 8 1 2 1 2 2 1 74 69 
福 岡 県 6 2 6 2 1 2 1 57 17 47 31 1 10 8 1 1 3 16 2 3 2 219 211 
佐 賀 県 1 2 1 1 1 16 5 12 9 1 1 5 1 1 57 55 
長 崎 県 1 3 1 1 1 34 8 22 12 2 2 1 2 1 1 92 87 
熊 本 県 2 1 4 1 1 1 33 13 28 14 1 5 2 3 6 1 1 117 112 
大 分 県 1 2 1 1 1 28 8 16 11 1 4 1 1 4 1 1 82 75 
宮 崎 県 1 3 1 1 1 18 5 16 11 1 2 2 1 1 64 58 
鹿 児 島 県 1 3 1 1 1 1 33 11 29 14 1 4 8 1 4 1 1 115 107 
沖 縄 県 3 1 1 1 22 7 21 10 1 4 1 1 3 76 71 
合 計 56 55 158 56 12 54 50 2,423 550 1,518 881 42 206 150 14 27 13 65 33 404 20 77 61 6,925 6,606 


